
照会回数１１回以上の事案における覚知時間別の分布
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小児傷病者 救命救急センター等搬送事例
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二次救急医療機関※の状況について①

厚生労働省医政局指導課 （平成２１年９月１７日）

一施設あたりの年間救急搬送患者数 （当番対応時間内）

○ 施設よって多数受け入れる病院と、そうでない病院に大きな差（最大11,037 最小０）。

○ 当番時間における年間救急搬送患者数が０の施設もある。

搬送患者数
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施設数 10

※ 都道府県の医療計画上、二次救急医療機関以上として位置づけられている医療機関（救命救急センター除く）
※ 病院輪番制参加病院、共同利用型病院、救急告示病院など



○ 当番日における医師の数が１名であるところが６９％。 ２名以下で８９％。

○ 複数医師がいる病院は、内科系１名、外科系１名、小児科１名といった状況。

当番日の医師数

二次救急医療機関の状況について②

厚生労働省医政局指導課 （平成２１年９月１７日）
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当番日の当直医師数別施設数割合
当直医師4人以上の施設

当直医師3人の施設

当直医師2人の施設

当直医師1人の施設
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入院

外来

○ 本来、入院治療を行う医療機関として位置付けられているが、実態としては、外
来患者の割合が多い。

○ 都道府県間でばらつきがある。

外来と入院の割合

二次救急医療機関の状況について③

厚生労働省医政局指導課 （平成２１年９月１７日）
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対象

施策

救 急 医 療

医師等の医療従事者
初期救急医療 二次救急医療 三次救急医療 出口

制
度
上
の
措
置

予
算
上
の
措
置

診
療
報
酬
上
の
措
置

救急医療管理加算

救急医療の確保のための主な施策

※標榜診療科に
「救急科」を追加

救急医療情報センター運営事業

救急救命士病院
実習受入促進

診療所での夜間等の診療
を評価

勤務医負担軽減策の
具体的な計画を評価
（入院時医学管理加算）

医師事務作業補助
体制加算

急性期後の入院機能の
評価 （亜急性期入
院医療管理料２）

救命救急センター運営事
業 （公立除く）

休日夜間急患センター

※救急医療専門領域医師研修事業

救急医療に係る医療連携体制を定めた医療計画の策定

救命救急センターの
充実段階評価

臨床研修プログラムの
必修科に救急を位置づけ

看護師等による
トリアージ

病院群輪番制病院（運営費
については一般財源化）

※救急勤務医支援事業

※救急医療トレーニング
センター

※管制塔機能
を担う病院

救命救急入院料の
手厚い評価

救急搬送の受入実績等に応じた評価

救急搬送・受入ルールに従って受入困難患者等を
受け入れる医療機関に対する評価

医療機関の役割に応じた患者紹介を評価

※は平成20年4月以降の施策

※消防法に基づく救急搬送・受入ルールの策定

※救急患者受入コーディネーター事業
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